
長与町総合教育会議次第

日時 平成２９年２月２３日(木)  10:30 

会場 長与町役場４階 第２委員会室

１ 開会 

２ 町長挨拶 

３ 教育委員会教育長挨拶 

４ 構成員紹介 

５ 総合教育会議の概要について 資料１ 

６ 議事 

○平成２９年度教育施策及び予算について 

（１）平成29年度学校教育課重点的取組（長与町英語力向上事業）について 資料２ 

（２）学校のＩＣＴ環境の整備について 資料３

７ その他 

８ 閉会 
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資料１

総合教育会議の概要について

１ 会議の趣旨 

総合教育会議は、首長と教育委員会が連携を強化し、より一層民意を反映

した教育行政を推進するため、対等な執行機関同士が「協議・調整」を行う

場である。 

２ 会議のポイント 

○会議の設置は、町長が行う。 

○構成員は、町長と教育委員会である。 

○会議は、町長が招集する。 

○会議での協議・調整事項は、教育政策に関する事項である。 

・教育行政の大綱の策定（※平成２７年度作成済み） 

・教育の条件整備など重点的に講ずべき施策 

・児童･生徒等の生命･身体の保護等緊急の場合に講ずべき措置 

○町長と教育委員会は、会議において協議・調整を行い合意した方針の下に、

双方が所管する事務を執行する。 

○会議は、原則公開である。 

○議事録を作成し、これを公表するよう努めなければならない。 

○会議の事務局は、総務部総務課が教育委員会事務局教育総務課と連携を図

り行うものとする。 



平成29年2月23日平成29年度学校教育課重点的取組（長与町英語力向上事業）
長与町総合教育会議資料

〈学校教育課〉

○長与町総合教育会議設置要綱（抜粋）
(趣旨) 第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の4第1項の規定に基づき、町長と教育委員会が連携して効果的な教育行政を推進するため、長与町総合教育会

議を設置する。
(所掌事務)第2条 会議では、教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定又は変更に関する事項及び次に掲げる事項についての協議並びにこれらに関する次項に

規定する構成員の事務の調整を行う。
(1) 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策
(2) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置

施策14 国際交流の推進

（国際色豊かなまちづくり）

施策 1 多様な協働の環境づくり

（大学連携による協働のまちづくりの推進）

施策 9 学校教育の充実

（国際化への対応）

国際的感覚を有し、急速に進展

するグローバル化の社会に対応

できる児童生徒の育成

平成32年度を一つの目標として

英語教育の在り方や体制整備を

強力に推進

【平成29年度新規事業】
「イングリッシュ アドベンチャー事業」県事業を引き継ぎ、長与町モデル構築

フィールドは、シーボルト校。政策企画課、国際交流協会の支援。留学生等活用。

【平成29年度拡充事業】
「ALT配置の拡充」ALTを2名増員。町内全ての中学校に配置
【既存事業】

平成28年度から｢ながよ検定」に英単語を追加実施。教職員の指導力向上対策実施。
平成27年度から小中連携事業に｢外国語活動部｣を新設･対応。

町長の願い･思い

（第9次総合計画） 国の喫緊の課題･方向性

長与町教育委員会としての取組

教育のまち

ながよの

実現に向けて

資料２
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【オリンピックイヤー】

従前から実施している「ながよ検定」に「英単語」を追加、H29から基礎英文へ改善（事業拡充）

教科書に準拠した英単語（基礎英文）を抽出しており、授業と家庭学習とのリンクにも対応

H27年度予算130万を、H28年度に180万へ拡充
ながよ検定

（英語）

H29年度から長与町「ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ」としてスタート

H29年度から町の新規事業として実施

低廉で実施できる方策を検討中

ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ

ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ

（町事業）

現在３中学校に対して１名の配置だが、H29に２名増員し、合計３名体制へ

小学校におけるﾈｲﾃｨﾌﾞｽﾋﾟｰｶｰに対しても、指導力向上研修を実施

ALT増員については、JETプログラムで検討

ALT等拡充
指導力向上

対策

経年研修の対象者や臨時的任用者を中心に授業訪問を実施 ・各教師の取組を学校間で共有する場の設
定

次期指導要領の改訂を見据え、小学校１・２年生用テキスト作成

大学等から講師を招聘し、喫緊の課題や最新情報等提供

教職員

指導力

向上対策

H27年度から、小中連携事業に「外国語活動部」を新設

H27「英語の日常化」、H28「小中学校乗り入れ授業実施」のテーマで活動

今後、「外国語活動部員」を中心とした各校での広まりに注力

小中連携

英語力

向上対策

外国人と英語で会話する場を設定し、英語学習への意欲を向上させる。

基礎学力（英単語・基礎英文）の定着及び向上と家庭学習の習慣化を目指す。

英語によるｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの場を多く設定し、生きた英語に触れさせる。

外国人と英語でｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ活動をする場を設定し、英語学習（言語習得）への意欲を向上させる。

研修会や情報交換を開催する。指導主事は計画的に授業訪問・指導助言を実施する。

ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ
ｷｬﾝﾌﾟ

（県主催）

ALT委託

小外国語
ｻﾎﾟｰﾄ事業

学習指導要領(CS)改訂 新CS対応の教材開発 新学習指導要領 段階的に先行実施 小学校 全面実施

長与町英語力向上事業 《今後の英語教育における強化・充実プラン》



資料３










